
「
明
の
起
居
注
に
就
て
」
補
正

今

西

春

秋

　
　
　
　
一

　
本
誌
掘
建
所
載
、
コ
明
の
起
唐
注
に
就
い
て
」
と
題
す
る
小
編
の

終
り
に
、
通
鑑
綱
臼
三
編
の
記
事
は
、
全
く
明
實
録
に
艦
て
る
る

も
の
で
あ
る
こ
と
を
附
記
し
て
を
い
た
が
、
實
は
右
執
筆
の
際
、

矢
野
先
生
よ
り
、
明
豊
録
を
詳
諭
し
、
併
せ
て
溝
朝
の
六
典
を
滲

照
す
べ
き
御
注
意
を
賜
は
り
し
に
も
拘
は
ら
す
、
此
等
を
顧
み
る

こ
と
、
甚
だ
疎
に
し
て
、
爾
書
、
就
中
明
寳
録
に
見
ゆ
る
重
要
な

る
記
事
を
逸
賦
し
，
爲
に
迂
遠
な
る
推
論
と
汗
顔
す
べ
き
誤
謬
と

を
敢
て
し
た
こ
と
は
、
矢
野
先
生
に
謝
し
て
は
も
と
よ
り
、
前
記

拙
編
の
披
閲
を
賜
は
り
し
方
々
に
深
く
お
詑
び
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
所

で
あ
る
。

さ
三
男
所
引
、
轡
三
編
の
記
事
（
前
號
七
〇
五
頁
）
が
、
全
－
嬰

録
に
出
る
も
の
で
あ
る
と
い
ふ
の
は
，
紳
宗
實
録
へ
北
農
本
）
萬
暦

　
　
　
　
「
明
の
趨
居
注
に
就
い
て
」
補
正

三
年
二
月
丙
申
の
條
に
見
ゆ
る
も
の
・
こ
と
で
あ
る
。
綱
旦
二
編

に
見
ゆ
る
記
事
の
如
く
、
翰
林
院
編
修
贈
位
の
史
「
職
を
飾
す
る
疏

あ
り
し
に
よ
っ
て
、
大
証
聖
経
居
正
の
議
す
る
こ
と
戯
絵
し
云
々

と
い
ふ
書
き
斑
し
で
あ
っ
て
，
綱
目
三
編
の
記
事
は
、
大
二
本
議

の
初
め
の
方
を
探
っ
た
も
の
で
あ
ろ
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
實
録
右

の
條
に
、
こ
の
議
の
卓
絶
あ
る
に
よ
っ
て
、
萬
謄
起
立
注
の
復
置

は
、
實
に
萬
暦
三
年
二
月
の
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
、
簡
箪
明
確
に

指
示
し
得
る
の
み
な
ら
す
、
本
議
は
全
罷
を
八
ナ
條
に
分
っ
て
、

史
宮
の
職
翻
職
分
よ
り
、
記
録
の
成
纂
艦
内
並
び
に
牧
藏
等
に
言

及
し
、
蕾
に
起
居
注
の
み
な
ら
す
、
其
他
諸
司
章
湊
等
に
及
ん
で

廣
く
史
料
の
記
録
保
存
に
配
慮
す
る
こ
と
甚
だ
縷
密
で
あ
る
。
萬

暦
掌
典
の
所
載
記
事
（
七
〇
六
頁
）
も
、
全
く
こ
の
う
ち
に
見
は
れ

起
居
注
の
欄
度
に
等
し
て
は
、
羅
く
張
準
正
の
風
潮
儘
の
探
用
さ

　
　
　
　
　
錐
二
十
巷
　
第
一
號
　
　
　
　
一
九
一
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趣
居
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に
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い
て
」
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閣
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藏
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…
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れ
た
こ
と
、
明
瞭
な
も
の
が
あ
る
。
明
の
趨
罵
注
に
就
い
て
述
べ

ん
と
欲
す
る
所
は
、
殆
ん
ど
こ
エ
に
黍
さ
れ
て
る
る
。
然
し
そ
の

全
部
を
引
用
す
る
こ
と
は
、
あ
ま
り
長
文
に
亙
る
し
，
且
つ
大
館

の
所
は
，
前
転
に
引
用
し
た
所
の
綱
目
三
編
と
萬
暦
會
典
と
の
記

事
の
中
に
窺
へ
る
の
で
、
今
は
そ
の
重
な
る
個
所
だ
け
を
逐
次
引

用
し
、
以
て
前
號
拙
稿
の
補
正
を
試
み
た
い
。
尤
も
綱
穏
三
編
の

記
事
に
は
か
な
り
勝
手
な
改
作
が
行
は
れ
て
る
る
。
實
録
の
原
文

と
比
較
す
れ
ば
一
見
明
瞭
で
あ
み
が
、
こ
の
鮎
に
経
て
は
、
今
両

者
の
野
比
を
行
っ
て
、
前
號
拙
稿
の
所
論
を
改
め
ね
ば
な
ら
ぬ
程

の
も
の
で
は
な
い
。

　
倫
　
又
、
三
年
二
月
に
起
居
注
の
復
活
あ
り
し
次
第
は
、
明
史
本

紀
に
も
明
白
な
記
載
が
あ
る
。

　
　
　
　
二

　
さ
て
補
正
す
べ
き
次
第
は
、
大
宿
次
の
四
ケ
條
で
あ
る
。

　
第
一
。
張
居
正
の
秦
議
八
ヶ
條
の
う
ち
、
そ
の
第
四
條
に
、
「
議

記
録
比
例
」
と
い
ふ
項
が
あ
る
。
曰
く
、

　．

ﾆ
得
。
今
次
紀
録
、
舐
以
備
異
日
之
考
求
。
倹
後
入
之
棚
途
。

ε
所
要
詳
該
刃
不
要
文
献
。
宜
定
薯
燈
式
、
凡
愚
宣
識
直
書
天
語

　
　
　
　
「
明
の
越
居
沈
に
賢
い
ズ
」
補
正

　
前
論
詔
勅
等
項
。
備
録
本
文
。
若
諸
司
嚢
報
。
　
一
癒
事
艦
。
除

　
蹟
屑
無
用
、
文
義
難
通
者
。
添
加
棚
削
潤
色
外
。
其
仏
事
有
閣

　
係
、
不
言
無
孤
影
。
原
文
語
渉
文
移
、
不
必
改
易
他
動
。
至
テ
事

　
由
顛
末
。
日
月
先
後
。
務
使
明
白
。
無
致
混
溝
。
其
間
事
蹟
。

　
可
垂
斎
戒
者
。
但
憐
事
直
書
。
美
悪
三
見
。
ス
得
別
以
己
意
及

　
輕
儒
車
町
。
妄
爲
褒
漿
。

と
。
こ
れ
蓋
し
起
居
注
紀
録
の
艦
例
の
專
ら
正
確
を
旨
と
し
、
文

詞
に
捉
は
れ
郎
等
注
本
巻
の
使
命
を
誤
る
が
如
き
な
か
ら
ん
の
意

で
あ
る
。
乃
ち
前
號
に
、
「
起
居
注
は
そ
の
性
質
上
、
賢
録
に
於
け

る
が
如
く
周
到
な
用
意
の
下
に
記
録
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
さ

れ
ば
詔
勅
な
り
蝋
引
な
り
の
類
ひ
を
記
載
す
る
に
あ
た
っ
て
も
、

殆
ん
ど
纂
修
と
い
ふ
こ
と
が
な
い
。
」
（
七
｝
三
、
七
一
四
頁
）
と
推

論
し
た
こ
と
を
裏
書
き
す
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
然
し
之
を
更

に
、
「
凡
て
起
居
注
に
は
、
不
報
と
か
報
可
と
か
い
ふ
語
が
見
當
ら

ぬ
。
こ
れ
は
嚢
文
な
ど
の
あ
っ
た
場
合
、
直
ち
に
其
場
で
探
録
せ

ら
れ
た
と
す
れ
ば
、
ま
こ
と
に
属
望
で
あ
る
嘔
ス
七
一
八
頁
）
と
ま

で
蓮
べ
た
意
は
、
日
々
の
記
録
草
稿
其
の
儘
の
堆
積
物
が
月
末
な

り
歳
末
な
り
に
投
匿
牧
藏
せ
ら
れ
た
る
組
制
で
あ
っ
た
と
考
へ
て

　
　
　
　
　
第
二
十
巻
　
第
一
號
　
　
　
一
九
三
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「
明
の
起
居
注
に
就
い
て
」
補
正

の
こ
と
で
あ
っ
て
、
・
こ
れ
は
萬
暦
雄
鳥
に
「
月
終
。
將
記
注
編
纂

等
藁
。
迭
内
閣
公
同
各
官
。
投
医
封
鎖
。
」
な
ど
見
ゆ
る
こ
と
か
ら
推

測
し
た
の
で
あ
る
，
然
し
起
居
注
と
い
ふ
も
の
が
、
．
．
程
笠
々
し

い
記
録
簿
で
あ
っ
た

か
ど
う
か
に
就
い
て
ず
㌧

は
、
爾
一
磨
考
へ
て
∵
・
、
冒
，
詩

覇
の
製
に
血
餅
㌶

　
　
　
　
　
　
　
　
笛
　
　
　
・
ず

て
見
る
と
，
嘉
慶
並
即

び
に
光
緒
の
會
典
に
㎎

は
，
　
　
　
慌
、
’
f

糠
謡
覇
鼠
講

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
が
、
　
3

　
計
二
＋
四
冊
。
先
　
　
三
二
㌔
・

　
成
草
本
。
由
総
辮
　
　
　
爵

　　

@　
@　
@　
@
　
・
、
駕
骸
む
無
ル
鋼
蓄
牽
，
コ
懸
，

見
・
請
地
が
あ
．
ぎ
孟
蕃
昌
葦
登
質
．
餐
診
悪
業
…
轟

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
茎
　
　
　
　
．
顧

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
z
膨
．
．
戸
．
・
で
麦
．
醇
運

　
　
　
　
’
第
ご
十
巻
　
第
一
號
　
　
　
一
九
四

と
あ
り
，
先
づ
草
本
を
成
し
て
、
逐
條
査
蔑
増
改
し
た
と
い
ふ
は
、

草
本
よ
り
牧
藏
さ
る
可
き
正
本
へ
の
編
纂
過
程
の
あ
っ
た
こ
と
を

明
瞭
に
語
る
も
の
で
あ
る
、
基
岩
。
雍
正
、
乾
隆
の
會
異
に
は
，
先

　
し
．
・
．
一
．
」
「
博
、
一
，
い
心
一
，
．
．
．
乞
亘
，
｝
昌
　
　
づ
草
本
を
作
っ
た
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
ふ
記
載
は
無
い
け

　
　
　
　
　
　
　
ジ
　
．
檬
退
．
一
　
れ
ど
も
、
同
様
な
り

9隷農
　　　“

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㍗
：
y
．
　
　
　
　
　
．
丁
」
…
レ
昌
「
．
∴
範
．
払
藝
い
ゼ
奮
闘
ギ
ン

記
注
官
。
逐
條
査
緩
堆
改
。
途
掌
函
館
士
閲
定
。
書
年
月
及
忠

直
官
姓
名
。
例
以
上
年
之
事
。
至
次
護
照
月
排
纂
。
前
後
謹
撲

序
蹟
。
冊
混
用
翰
林
院
印
鉛
縫
。
貯
以
揮
発
、
局
笠
封
識
。

　
　
∴
高

し
に
相
違
な
い
こ
と

は
，
現
に
鴛
淵
先
生

が
羅
氏
の
書
庫
中
に

康
煕
年
時
の
趨
居
注

稿
本
と
．
回
す
る
も
の

を
見
出
さ
れ
た
こ
と

か
ら
も
、
叉
北
李
の

清
史
館
に
は
，
雍
正

以
后
宣
統
に
至
る
ま

で
の
起
居
面
壁
本
約
二
千
六
百
冊
を
窪
し
て
る
る
こ
と
か
ら
も
、

（
北
颪
故
宮
窪
目
院
丈
進
言
一
真
）
闘
何
等
疑
ふ
帯
き
注
置
が
な
い
。
鴛

淵
先
生
か
ら
は
、
右
四
熈
稿
本
の
爲
眞
「
葉
を
賜
は
つ
た
が
こ
れ
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の
み
に
就
て
見
て
も
，
動
画
塗
抹
の
跡
が
認
め
ら
れ
る
。

　
明
の
制
度
も
大
罷
如
斯
く
で
あ
っ
九
だ
ら
う
、
些
さ
か
に
し
ろ

棚
創
潤
色
を
加
へ
る
と
い
ふ
の
は
、
草
本
に
撃
て
の
こ
と
で
あ
っ

て
，
早
々
す
べ
き
正
本
は
、
別
に
纂
修
浮
書
さ
れ
た
も
の
と
推
測

せ
ら
れ
る
り
算
し
く
も
朝
廷
に
秘
藏
さ
る
可
き
記
録
と
し
て
は
、

か
く
あ
る
可
き
も
の
と
考
へ
た
い
。
然
る
に
、
同
じ
く
転
居
正
の

議
第
六
條
に
牧
藏
塵
灰
を
議
し
て
、

　
照
得
、
銀
髪
古
怪
爲
金
匿
石
室
避
難
。
蓋
欲
牧
藏
謹
嚴
。
流
出

　
永
久
。
今
宜
稽
倣
此
意
。
月
置
一
小
鷹
。
歳
置
一
大
瞳
。
倶
安

　
放
東
閣
左
右
三
内
。
侮
月
史
官
編
輯
草
稿
、
黙
黙
七
滞
。
　
一
冊

　
爲
認
隔
厨
。
　
六
冊
爲
山
ハ
硫
旦
畢
血
頭
。
伍
平
・
皿
朋
蒲
［
。
各
郵
山
野
†
月
史
F
官
姓

　
名
。
途
内
閣
．
験
認
。
邸
投
入
小
薩
。
用
交
淵
閣
印
封
鎖
。
歳

　
内
冠
閣
同
士
鳳
雛
。
開
墾
各
月
草
稿
げ
牧
入
大
匙
。
用
印
封
鑓
。

　
如
前
書
不
開
悟
。

と
見
ゆ
る
も
の
が
あ
る
。
こ
の
一
條
に
よ
る
と
明
で
は
、
最
初
私

が
明
會
典
か
ら
推
測
し
て
、
草
稿
其
物
を
牧
藏
し
た
と
考
へ
た
こ
，

と
が
、
唱
居
明
瞭
に
根
糠
付
け
ら
れ
る
襟
に
解
せ
ら
れ
る
。
趨
居

注
の
本
質
と
し
て
は
、
當
に
か
く
あ
る
可
き
で
、
満
朝
に
至
っ
て

　
　
　
　
「
明
の
趨
居
注
に
就
い
て
」
補
正

徒
ら
に
形
式
化
し
た
と
解
せ
．
b
れ
な
く
も
な
い
。

　
親
在
我
國
に
於
て
見
ら
る
・
所
の
明
の
起
居
注
は
、
爲
虞
に
赤

す
が
如
く
、
潮
頭
の
書
式
も
具
へ
、
整
美
の
感
あ
る
も
、
然
し
こ

の
書
冊
が
本
來
の
旭
居
注
で
な
い
こ
と
は
言
ふ
ま
で
も
な
く
、
こ

の
程
度
の
修
整
に
，
筆
爲
の
際
に
で
も
、
容
易
に
行
は
れ
る
こ
と
．

康
熈
時
の
稿
本
ど
煮
溶
し
て
も
、
容
易
に
首
肯
し
得
る
所
で
あ
ら

う
。
故
に
右
起
居
荘
の
整
美
を
以
て
，
正
本
の
修
纂
を
考
へ
る
こ

と
は
斑
來
な
い
。
狩
野
先
生
も
起
居
注
は
正
本
の
な
い
の
が
當
然

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

で
あ
ら
う
と
語
ら
れ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
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（

　
然
し
蓮
華
と
か
不
漁
と
か
の
文
字
が
見
え
な
い
と
い
ふ
こ
と
は

か
・
る
記
録
作
製
の
手
輝
き
に
よ
る
こ
と
で
な
ぐ
、
寧
ろ
記
録
の

艦
例
に
聾
す
る
こ
と
御
世
ふ
る
が
穏
當
で
あ
ら
う
。

　
倫
超
居
士
の
ほ
か
、
六
曹
事
蹟
を
記
録
し
て
侮
月
六
勝
を
成
し

た
と
い
ふ
も
の
こ
そ
、
豊
冨
な
根
本
資
料
を
傳
ふ
る
も
の
に
相
趣

な
い
が
，
今
は
全
く
そ
の
所
傅
制
明
し
な
い
様
で
あ
る
。

　
第
〕
一
。
・
石
篤
公
比
條
に
、

　
衡
予
髪
飾
。
各
記
年
月
史
官
姓
名
。

と
あ
れ
ば
、
明
の
起
居
注
に
も
起
居
注
重
奏
を
記
し
た
こ
と
疑
ひ

　
　
　
　
　
第
ご
十
雀
　
第
一
階
，
　
　
｝
九
五



「
明
の
趨
層
注
に
就
い
て
」
補
正

な
い
。
よ
っ
て
前
號
に
「
こ
の
趨
居
注
一
名
を
記
入
す
る
こ
と
は
、

清
代
の
新
旧
例
で
あ
っ
た
の
か
、
明
代
の
も
の
に
は
見
え
な
い
が
、

古
例
と
し
て
は
記
入
あ
る
可
き
襟
に
思
は
れ
る
。
」
（
七
「
二
頁
）
と

し
た
の
は
、
か
、
る
明
確
な
記
事
を
見
落
し
た
。
か
た
め
の
迂
濃
…
な

推
測
で
あ
っ
た
。
月
々
に
冊
を
成
し
た
と
い
へ
ば
、
月
々
に
史
官

姓
名
の
記
入
あ
っ
た
こ
と
は
言
ふ
ま
で
も
な
い
。
雨
に
引
用
し
た

所
の
鼎
慶
、
光
緒
の
會
興
か
ら
は
、
清
代
亦
月
々
記
入
の
欄
で

あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
影
印
本
「
嘉
慶
三
年
太
上
皇
超
居
注
」

の
一
勝
に
見
ら
れ
る
と
こ
ろ
は
、
纈
ち
こ
れ
に
他
な
ら
ぬ
。
但
し

清
朝
に
於
て
は
、
月
々
記
入
あ
る
こ
と
、
雍
正
年
引
率
の
こ
と
・

呈
し
く
、
乾
隆
會
典
事
纏
（
谷
…
百
五
十
二
）
に
雍
正
元
年
定
と
し

て
、　

一
記
注
。
苺
月
雪
注
清
漢
交
各
二
班
。
雨
月
屡
二
二
直
官
姓
名
。

と
見
え
る
も
の
が
、
最
初
の
規
定
で
あ
っ
た
　
而
し
て
康
熈
年
次

に
は
、
日
々
記
入
の
制
で
あ
っ
た
こ
と
、
康
熈
會
書
巻
百
五
十
五

に
。　

凡
訳
注
紛
籍
。
書
明
日
月
及
該
直
官
姓
名
。
毎
月
満
漢
丈
各
“

ま
り

翅
，
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
－

　
　
　
　
　
第
二
十
巷
第
一
號
　
　
一
九
六

と
あ
る
も
の
、
即
ち
現
に
見
得
る
所
の
事
實
に
適
合
し
て
外
れ
ぬ
。

前
號
に
、
康
熈
四
十
二
年
度
の
分
に
は
起
居
注
旧
名
の
記
入
見
え

す
と
し
た
の
は
、
明
ら
か
な
見
落
し
で
、
粗
漏
極
ま
る
吹
第
で
あ

っ
た
。
た
掌
四
十
二
年
度
の
分
に
あ
っ
て
は
、
起
屠
注
宮
名
の
記

入
あ
る
日
が
少
い
と
い
ふ
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
。

　
爾
叉
、
嘉
慶
光
緒
の
會
典
に
侮
月
二
珊
の
逸
居
注
勝
を
成
し
た

と
い
ふ
は
、
明
記
は
な
い
が
前
代
嗣
様
満
漢
二
班
の
講
ひ
で
あ
る
。

但
し
清
の
起
居
注
に
就
て
詳
細
を
下
湯
す
る
こ
と
は
、
凡
て
本
編

の
移
的
外
に
あ
る
の
で
，
今
は
繭
の
拙
稿
所
蓮
に
驕
坐
し
た
こ
と

だ
け
に
止
め
る
。

第
三
。
「
初
酬
B
胆
午
、
八
日
戊
申
と
い
ふ
風
に
口
と
干
支
と

を
併
せ
て
記
入
す
る
は
、
趨
居
注
の
特
鋼
な
艦
例
と
見
ら
れ
る
。
」

　
（
七
…
二
頁
）
と
い
ふ
こ
と
を
前
揺
に
記
し
た
。
こ
れ
に
關
し
て

は
、
張
屠
正
の
議
の
中
に
は
，
何
も
見
え
な
い
。
然
し
第
六
議
の

中
に
見
え
る
。
「
各
記
年
月
史
劇
姓
名
」
と
い
ふ
一
項
を
詳
し
く
し

た
と
思
は
れ
る
、
康
熈
會
典
の
「
凡
記
注
疑
籍
。
書
明
U
月
及
該

直
宮
姓
名
し
の
一
項
は
繭
に
引
用
し
九
灰
で
あ
る
が
、
こ
、
に
書

明
艮
月
と
あ
る
も
の
は
、
右
膿
例
を
指
し
て
言
っ
た
も
の
で
は
あ

（a196；）



　
　
ヘ
　
へ
　
む

る
ま
し
力

　
次
に
　
年
を
春
夏
秋
冬
の
四
季
編
に
分
つ
こ
と
に
就
て
は
、
張

居
正
の
議
の
中
に
は
絡
別
言
ふ
所
な
く
，
清
朝
の
記
録
の
中
に
も

記
す
所
が
な
い
。
然
し
こ
の
こ
と
に
就
て
は
、
最
近
岡
崎
文
夫
氏

の
近
作
「
支
那
史
論
思
想
の
嚢
達
」
（
東
洋
思
潮
策
四
画
牧
録
）
中
に
，
－

「
春
秋
と
い
ふ
名
の
超
源
は
、
春
秋
の
記
年
法
と
し
て
先
．
づ
年
を

記
し
、
次
に
四
季
の
名
を
記
し
．
次
に
月
を
次
に
日
を
記
す
る
を

最
完
全
な
記
述
法
と
す
る
。
た
と
へ
ば
元
年
春
正
月
某
干
支
と
記

す
る
類
で
あ
る
。
か
く
一
年
を
四
季
に
分
け
て
之
を
年
の
下
に
繋

ぐ
に
よ
り
、
四
季
の
初
た
る
春
と
第
三
の
秋
と
を
錯
聾
し
て
之
を

春
秋
と
卜
す
る
と
詮
明
せ
ら
る
・
，
霊
子
は
魯
の
歴
史
を
特
に
春
．

秋
と
云
ふ
と
慰
す
る
所
か
ら
見
れ
ば
魯
の
経
史
は
一
種
特
別
な
記

載
法
を
有
し
て
み
た
の
で
は
な
い
乎
と
推
せ
ら
る
、
。
」
と
教
へ
ら

れ
、
こ
れ
に
よ
っ
て
、
徐
一
襲
の
「
日
雁
以
事
繋
争
。
以
臼
繋
月
。

以
月
繋
時
。
以
時
繋
年
。
猫
有
春
秋
癒
意
。
至
於
起
居
注
之
設
。

亦
專
以
甲
子
超
例
。
蓋
記
事
之
法
無
鍮
定
席
。
」
（
七
〇
二
頁
）
と
論

ぜ
る
意
の
明
瞭
と
な
り
。
明
清
起
居
注
の
四
季
照
別
法
は
蕾
に
階

唐
の
慧
制
で
あ
る
の
み
で
な
い
、
實
に
春
秋
に
ま
で
關
与
し
得
な

　
　
　
　
「
明
の
越
居
注
に
就
い
て
」
補
正

こ
と
を
興
味
深
く
感
ず
る
。

　
第
四
　
張
居
正
の
議
第
八
條
は
交
「
議
補
修
記
注
」
と
い
ふ
注

浸
す
べ
き
輔
項
で
，

　
通
観
。
聖
明
践
炸
之
始
。
郎
召
見
輔
距
予
李
壷
。
二
年
之
春
。

召
見
潮
瀬
細
頚
卓
異
者
。
面
賜
奨
論
。
濁
者
今
庄
基
蔀
奏
除

　
文
武
職
官
、
又
親
臨
鍛
選
。
皆
古
帝
之
盛
節
。
三
年
之
聞
。
鴻

　
獣
善
政
。
不
可
縷
撒
。
薙
若
鶏
典
修
復
。
置
合
將
二
年
場
繭
事

　
蹟
追
書
謹
録
。
用
博
学
世
。
擬
令
各
宮
。
．
除
毎
日
豊
前
難
事
外
。

　
粂
將
二
年
以
前
超
謡
初
政
亦
二
月
分
曹
。
以
下
纂
修
。
其
詔
勅

　
等
項
。
内
乱
型
食
付
各
衙
門
。
立
早
漏
俊
行
山
ハ
科
。
昭
…
月
類
抄
。

と
あ
る
。
前
に
私
は
こ
の
重
要
な
資
料
を
看
過
し
た
ば
か
り
に
，

「
記
鋒
に
よ
れ
ば
明
代
蜂
蜜
注
の
復
活
は
萬
暦
三
年
の
こ
と
で
あ

る
。
我
國
に
濾
存
す
る
部
分
は
、
萬
暦
二
年
正
月
か
ら
の
分
で
あ

る
こ
と
は
、
右
に
述
べ
恭
謙
く
で
あ
る
が
、
超
暦
注
に
は
総
数
の

記
載
な
く
、
目
録
も
な
い
の
で
、
正
確
に
は
何
年
を
以
て
始
ま
る

可
き
も
の
や
決
定
し
難
い
。
然
し
謝
國
禎
が
彼
の
地
の
本
に
就
き

元
年
を
輝
く
と
記
せ
る
は
何
等
か
の
痕
跡
あ
っ
て
の
こ
と
で
あ
ら

う
か
ら
、
起
腰
油
膀
は
、
起
居
油
官
の
設
置
二
年
葡
に
ま
で
湖
つ

　
　
　
　
　
第
二
十
巷
　
第
㎝
號
　
　
　
一
九
七
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O

　
　
　
　
「
明
の
起
居
注
に
就
い
て
」
補
正

て
作
ら
れ
た
と
見
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
起
居
脚
本
來
の
性
質

か
ら
は
、
あ
り
得
べ
か
ら
ざ
る
こ
と
で
あ
る
が
、
艦
裁
を
整
へ
る

こ
と
の
好
き
な
支
進
入
で
あ
り
、
爾
る
透
き
資
料
に
よ
っ
て
後
よ

り
修
補
の
加
へ
ら
れ
た
も
の
で
あ
ら
う
こ
と
は
容
易
に
想
像
さ
れ

る
。
」
（
七
　
○
頁
。
七
＝
頁
）
と
や
Σ
迂
蓮
な
推
測
を
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
か
っ
た
。
幸
ひ
に
，
こ
の
推
測
は
誤
ち
な
か
っ
た
け
れ

ど
も
，
こ
の
明
確
な
資
料
あ
っ
て
、
端
的
に
事
實
を
語
り
、
加
へ

て
張
居
正
が
起
居
注
補
修
の
議
を
な
し
た
事
を
ま
で
知
る
に
於
て

資
料
の
愈
重
す
べ
き
所
以
を
痛
切
に
思
ふ
。

　
　
　
　
三

　
最
後
に
、
起
居
注
の
研
究
は
、
そ
の
内
容
に
就
て
精
密
に
行
は

れ
ぬ
限
り
、
成
果
の
期
待
せ
ら
れ
ぬ
も
の
で
あ
る
こ
と
は
云
ふ
ま

で
も
な
い
。
今
日
ま
で
私
の
行
っ
た
こ
と
は
，
凡
て
こ
の
最
も
重

要
な
る
一
鮎
に
於
て
鋏
け
て
る
る
Q
地
の
利
を
得
ぬ
の
故
を
以
て

寛
恕
し
て
頂
き
た
い
Q

　
叉
明
實
録
の
研
究
に
就
て
は
、
京
城
の
田
川
孝
三
墨
士
か
ら
有

盆
な
示
敏
を
得
九
〇
然
し
こ
れ
は
、
本
編
の
目
的
と
し
た
超
二
連

の
こ
と
に
關
聯
し
た
こ
と
で
は
な
い
の
で
，
他
B
、
三
三
録
の
研

　
　
　
　
　
第
二
十
巻
　
第
一
號
　
　
　
一
九
八

究
に
建
て
考
へ
さ
し
て
頂
き
た
い
。

　
矢
野
先
生
に
は
再
び
本
稿
の
披
闘
示
教
を
賜
は
り
、
鴛
淵
先
生

は
、
康
熈
鞘
堂
単
層
藁
本
の
爲
眞
嚢
表
を
許
さ
れ
た
。
併
せ
誌
し

て
深
謝
し
奉
る
。

（198）


